
◆対象要件　　※全てに✓が入らなければ支給対象にはなりません。

№

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

◆支給予定額

№

6 万円

□ 万円

□ 万円

□ 万円

万円

支給予定額 万円

＜必要書類＞

№

1 □

2 □

3 □

4 □

□

□

□

6 □

7 □ その他：

合計

項目

坂東市工業団地人材確保移住奨励金交付申請書【様式１】

就業証明書【様式２】

承諾書兼誓約書【様式３】

5

【住宅を購入した場合】　住宅売買契約書の写し

【住宅を賃貸した場合】　住宅賃貸借契約書の写し

世帯全員の住民票（原本。本籍地と筆頭者氏名が記載されたもの）

【住宅を建築した場合】　住宅建設工事請負契約書の写し

振込先口座の確認書類（通帳やキャッシュカードの写し等。申請者名義の口座のみ）

加
算
額

申請者の年齢が２９歳以下

申請者の年齢が３０歳以上３９歳以下

子ども（高校生以下）を帯同して転入

基本額

申請してから2年以上、坂東市に住み続ける見込みである。

生活保護法に定める住宅扶助その他の市の制度による住宅費の補助を受けていない。

現在の住居が、市営住宅その他の市が公共目的で供する住宅ではない。

項目 金額

市税等を滞納していない。

過去にこの奨励金を受けた世帯に属していたことがない。

坂東市に住所を置くのは初めてである。
または、前回坂東市より転出してから6か月以上経過しての転入である。

令和6年度坂東市工業団地人材確保移住奨励金【確認用チェックリスト】

項目

坂東市内の工業団地にある事業所に、雇用期間の定めの無い契約により雇用されており、
厚生年金保険及び雇用保険に加入している。

坂東市に転入してから1年以内である。


